
日 薬 業 発 第 4 0 8 号 

令 和 ２ 年 １ 月 28 日 

 

都道府県薬剤師会担当役員殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

副会長  森  昌平 

 

 

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について 

 

 

標記について、厚生労働省保険局医療課から別添のとおり連絡がありましたの

でお知らせいたします。 

本連絡は、新医薬品等の薬価基準収載（令和２年厚生労働省告示第 11号及び令

和２年厚生労働省告示第 12号）に関するものです。 

今般、新たに収載されたドウベイト配合錠及びピフェルトロ錠 100mg について

は、新医薬品に係る投与期間制限（１回 14日分を限度）の例外とされたほか、使

用した患者に係る診療報酬明細書等の取扱いにおいての留意事項が示され、令和

２年１月 22日より適用となります。 

つきましては、貴会会員にご周知くださるようお願い申し上げます。 












